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一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会 

役員選挙実施のお知らせ 
 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当協会の活動にご理解・ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 さて、当協会では任期満了に伴い、次期役員を選出するため、定款第２４条および役員

選出規程に基づき「役員選挙」を実施いたします。 

当協会において重要な役割を担う役員を選出する「役員選挙」は、６月２１日（日）に

開催する令和８年度 総会にて行います。 

つきましては、役員選挙について次のとおり公示いたしますので、ご協力いただきます

ようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

 

 

※ 役員選挙に関する運営・管理は宮崎県介護支援専門員協会選挙管理委員会にて行いま

す。 

※ 役員選挙実施に関するお問い合わせは、当協会事務局までご連絡をお願いします。 

 

 

 

一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会 事務局 

〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西 5丁目 6-57 山﨑ビル 4階 

TEL0985-61-1830   FAX0985-61-1832 

E-mail : info＠miyazaki-cma.org 

 



役員選挙の流れ 

役員選挙について  
  

一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会定款第２４条および役員選出規程に基づき役 

員選挙を下記のとおり行います。 

立候補者の受付・公示は、役員選出規程に基づき郵送にて行い、投票・開票・当選発表

は、令和８年６月２１日（日）に開催する令和８年度総会にて行います。 

 

○ 選挙すべき職・選出数 
選挙すべき職：宮崎県介護支援専門員協会 理事 

※任期は、２年とし、再任は防げません。 

選  出  数 

①全県選出理事  ５名以上１２名以内 

②地域ブロックネットワーク選出理事   各地域ブロックネットワークから１名  
 

○ 立候補受付期間 
令和８年３月２３日（月）～令和８年４月２０日（月）１７時００分（必着） 

 

○ 立候補者の資格 
立候補は、以下の資格が必要です。 

① 宮崎県介護支援専門員協会の正会員であること。（定款第６条第 1号） 

② 令和８年３月２３日までに令和７年度の会費を納めていること。 

③ 正会員２名以上（但し、地域ブロックネットワーク選出理事は、所属する地域ブロックネット

ワークの正会員）の推薦があること。 
 

○ 立候補者公示    

役員選出規程に基づき、令和８年度総会資料にて掲載の上、会員の皆様へ送付にて公

示いたします。 

 

○ 選挙人（投票する人）の資格（このお知らせが届いている会員の皆様が選挙人です。） 

① 宮崎県介護支援専門員協会の正会員であること。（定款第６条第１号） 

② 令和８年３月３１日までに令和７年度の会費を納めていること。 
 

○ 開票結果・当選者の発表 

 

 

3/2～      3/23～4/20    総会資料にて公示    6/21 

 

 

   役員選挙    立候補者      立候補者      投票・開票 

    の公示      の受付       の公示      当選者発表 

 

 会員の皆様へ選挙

の公示を行います 

会員の皆様からの立

候補を受け付けます 

総会資料にて立候補者

の公示を行います 

投票・開票・当選者

の発表を行います 



 

① 立候補届出書（様式１） 

② 立候補者推薦届出書２名分（様式２） 

★ 全県選出理事の推薦者は、県域において正会員２名とします。 

★ 地域ブロックネットワーク選出理事の推薦者は、所属する地域ブロックネットワークの 

正会員２名とします。 

★ 推薦人が推薦できる者は、立候補者１名とします。 

★ 推薦人は、役員に立候補することはできません。 

③ 略歴・立候補理由（様式３）・・・立候補者の公示の際の広報用として使用いたします。 

 

※上記様式は、当協会ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。 

立候補について 
 

役員に立候補される方は、下記のとおりにお手続きをお願いいたします。 

 

○ 立候補の届出方法 
立候補される方は、下記の所定の書類を添付して立候補受付期間である、３月２３日

（月）～４月２０日（月）１７時００分（必着）で事務局へ送付してください。その

際、封筒に「氏名」・「自宅住所」・「役員選挙立候補届出書在中」と記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 立候補届出受理の発行 
立候補届出受理後は、立候補者本人に「立候補届出受理証」を選挙管理委員会より発

行します。 

 

○ 立候補の辞退 
立候補の辞退は、所定の立候補辞退届出書（様式４）を立候補受付締切日までに届出

てください。受付締切日を経過した場合は、無効となります。 

 


